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 次に掲げる規則をここに公布する。 

 災害救助法施行細則の一部を改正する規則 

 佐賀県個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則 

 佐賀県個人情報保護条例施行規則及び知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則 

 佐賀県企業立地の促進に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

  平成 30 年３月 30 日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    


